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土地の所有（共有）名義人に対する真正な

登記名義の回復を原因とする所有権移転登記

手続請求訴訟の確定勝訴判決を得た者が同手

続未了の間は、抹消予告登記が残存し、所有

名義人は外観上も真の権利者であるとは言え

ないから、同名義人から根抵当権設定登記を

受けた者は、勝訴権利者に対し、外観を信頼

した者を保護するための民法94条２項の類推

適用を主張できないとされた事例（名古屋高

裁　平成21年２月19日判決　控訴棄却・上告

金融法務事情1868号53頁）

１　事案の概要

Ｘ及びＺ１はＡとＢとの間の子で、Ｚ２は

Ｚ１の夫である。Ａは昭和63年に死亡したが、

昭和58年と昭和59年に２つの公正証書遺言を

作成していたところ、後者はその全財産を妻

Ｂに相続させる旨の遺言であった。Ｂは平成

２年に死亡し、Ｚ１は相続を放棄したため、

Ｂの権利義務はＸが単独で相続した。

本件1土地は、Ｚ１・Ｚ２夫婦の名義で所

有権登記がされていたが、Ａの後見人である

Ｂが提起したＺらとの間の乙事件のＢの死亡

に伴う亡Ａの遺言執行者による訴訟承継後の

確定判決に基づき、平成14年９月、真正な登

記名義の回復を原因とするＡに対する所有権

移転登記がされた。

本件２建物は、本件１土地上にＺ１が新築

し、平成17年10月、ＹはＺ２を代表取締役、

Ｚ１を取締役とするＤ社ないしＺ１をそれぞ

れ債務者とする根抵当権設定登記を受けた。

本件３土地はＡが所有し、Ｚ１が亡Ａの昭

和58年遺言による相続を原因として所有権移

転登記を経由していたが、Ｂが昭和59年遺言

の遺言執行者として当該遺言を原因として提

起した訴えのＢの死亡に伴う亡Ａの遺言執行

者による訴訟承継後の確定判決に基づき、平

成14年８月、Ｚ１の所有権移転登記が抹消さ

れ、Ａ所有名義に登記名義が回復された。

本件４土地は、Ｚ１・Ｚ２夫婦が時効取得

を原因とする所有権移転登記を経由していた

が、亡Ａの遺言執行者が提起したＺらとの間

の丙事件の判決によって、ＺらからＡに対す

る真正な登記名義の回復を原因とする所有権

移転登記手続が命じられ、同判決は既に確定

しているところ、ＹがＤ社ないしＺ１を債務

者とする根抵当権設定登記を受けるまで、名

義はＺら共有のままであった。

本件５建物は本件３土地及び本件４土地上

にＺ１が新築したもので、ＹはＤ社ないしＺ

１をそれぞれ債務者とする根抵当権設定登記

を受けている。

ＸがＹに対して根抵当権設定登記の抹消登

記手続を求める訴訟を提起した。

最近の判例から　 盧 

土地所有者の承継人が登記簿上の名義人に対する勝
訴判決が確定した後、所有権移転登記を怠っている
間に根抵当権設定登記を受けた第三者に民法94条２
項の類推適用による保護が認められなかった事例

（名古屋高判　平21・2・19 金法1868－53） 周藤 利一



２　判決の要旨

盧 原審の判断

名古屋地判平成20・9・26（判時2031－85、

金商1304－50）は、次のように述べて、Ｘの

主張を認容した。

①　Ｘの「虚偽の外観」作出の有無

Ｘが自己に登記を移すことができる状態で

あったにもかかわらず、本件根抵当権登記に

至るまでそうしなかった期間は３年余りの間

にすぎず、この程度の期間で自己名義に登記

がない状態を容認したといえるかは疑問なし

としないのみならず、予告登記があって登記

簿上紛争があったこと自体は少なくとも明白

であるから、自己に登記がない状態を積極的

に容認していたとみることはできない。

②　Ｙの「善意の第三者性」の有無

民法94条２項の文言は「善意」と規定する

にすぎないから、善意であることにつき無過

失である必要はないが、重過失により知らな

かった者は悪意に等しく、同条項による保護

に適しない。

Ｙは自ら申し立てた競売の物件明細書に記

載された権利関係であることを調査するのに

障害となる事情は本件では見出し難く、登記

簿上の予告登記における具体的な記載を踏ま

えると、そこから予想される問題点の把握及

び調査、検討、裏づけを順に進めていくこと

は通常当然に必要とされる調査というべきで

ある。とりわけ金融機関であるＹは、本件根

抵当権の設定を受けるにつき、専門家として

の高度の注意能力及び調査能力を十分に活用

する必要があり、法律上経済上回収できない

危険性がある貸付を回避すべき責務を負って

いることをも併せると、仮にＹが知らなかっ

たとしてもそれにつき重大な過失があるとい

えるので、善意の第三者とはいえない。

盪 控訴審の判断

所有権移転登記手続訴訟の提訴による末梢

予告の登記（不動産登記法の平成16年改正に

より廃止前の制度）が存在していたから、登

記の外観上は、権利者はＸかＡ・Ｂか択一的

な浮動状態にあり、係争地の登記を全体とし

て観察すれば、所有者がＡ・Ｂであるとの積

極的に虚偽の権利関係を示す外観はなかった

という言うべきである。したがって、ＸがＡ・

Ｂを同土地の真の所有者であると第三者に信

じさせるべき概観をもたらしたとまで言うこ

とはできず、民法94条２項を類推適用するこ

とによって保護すべき場合には該当しない。

３　まとめ

当事者間では無効であっても、作出された外

観を信じて取引に入った善意の第三者は保護

されるというのが民法94条２項の趣旨である。

我が国の不動産登記においては公信の原則

（その一定の表象を信頼して取引をした者は、

たとえその表象が真実の権利と一致しない場

合でも、その表象どおりの権利を認めてこれ

を保護すること）を採用していない。そこで、

94条２項を不動産登記に類推適用して、登記

という不動産取引における公示の原則を信頼

して取引に入った第三者を保護する機能を果

たさせるという判例法理が確立している。

原審は、①Ｘは虚偽の外観を作出していな

い、②Ｙは善意の第三者に当たらない、③仮

に善意の第三者に当たるとしても重過失であ

るから94条２項を類推適用できないとした。

控訴審は、①の虚偽の外観に焦点を絞り、

抹消予告登記の存在を理由に、Ｙを保護すべ

き外観がなく、94条２項の類推適用の余地は

ないとして、同一の結論を示した。

抹消予告登記制度は廃止されたが、外観信

頼と取引保護との関係を考える上で参考にな

る判例として紹介するものである。

（研究理事・調査研究部長）
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